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。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
政
府
系
金
融
機
関
の
民
業
圧
迫
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

御
指
摘
の
一
般
社
団
法
人
全
国
地
方
銀
行
協
会
か
ら
指
摘
の
あ
っ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
等

に
お
い
て
事
実
確
認
が
行
わ
れ
、
当
該
公
庫
等
か
ら
当
該
協
会
に
対
し
、
適
切
に
回
答
が
な
さ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
政
府
系
金
融
機
関
の
①
「
名
称
」
、
②
「
所
管
省
庁
」
、
③
現
時
点
で
の
「
ト
ッ
プ
の
氏
名
」
、
④
③
の
者
の

「
前
職
」
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

②
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省

③
代
表
取
締
役
総
裁

田

中
一
穂

④
財
務
事
務
次
官
、
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社
顧
問

①
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

②
内
閣
府
、
財
務
省

③
理
事
長

川
上
好
久

④
沖
縄
県
副
知
事
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融

公
庫
理
事

①
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行

②
財
務
省

③
代
表
取
締
役
総
裁

近
藤
章

④
Ａ
Ｉ
Ｇ
ジ
ャ
パ
ン
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

株
式
会
社
副
会
長
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
社
外
取
締
役

①
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

②
経
済
産
業
省
、
財
務
省
、
金
融
庁

③
代
表
取
締
役
社
長

安
達
健
祐

④
経
済
産

業
事
務
次
官
、
東
洋
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
社
外
取
締
役
、
旭
化
成
株
式
会
社
社
外
取
締
役

一



①
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行

②
財
務
省

③
代
表
取
締
役
社
長

柳
正
憲

④
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
代
表

取
締
役
副
社
長

お
尋
ね
の
「
ト
ッ
プ
が
所
管
省
庁
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
天
下
り
の
場
合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
役
員
人
事
は
、
適
材
適
所
の
考
え
方
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
機
関
の
役
割
及
び
「
「
民
業
補
完
を
旨
と
す
る
」
と
い
う
趣
旨
」
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
機
関

は
、
民
間
金
融
機
関
の
み
で
は
適
切
な
対
応
が
困
難
な
分
野
に
お
い
て
、
金
融
的
手
法
に
よ
り
政
策
目
的
の
達
成
を
目
指
し
て

い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
あ
る
行
為
が
「
「
民
業
補
完
を
旨
と
す
る
」
と
い
う
趣
旨
」
に
反
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
の

事
案
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
「
民
業
補
完
を
旨
と
す
る
」
と
い
う
趣
旨
に
反
し
た
行
為
が
あ
り
、
所
管
省
庁
が
指
導
し
た
過
去
の
事
例
」
に

つ
い
て
は
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則

第
二
条
の
五
に
お
い
て
「
当
分
の
間
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
他
の
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
中
、
危
機
対
応
業
務
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ

て
い
た
こ
と
に
対
し
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
五
日
に
、
同
法
第
五
十
九
条
及
び
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成

二



十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
命
令
を
発
出
し
た
事
例
が
あ
る
。
両
命
令
に
お
い
て

は
、
危
機
対
応
業
務
の
制
度
趣
旨
を
逸
脱
し
た
運
用
事
例
が
広
範
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
根
本
原
因
と
し
て
、
経
営
陣

が
危
機
対
応
融
資
を
他
の
金
融
機
関
と
の
競
争
上
優
位
性
の
あ
る
「
武
器
」
と
し
て
認
識
し
、
収
益
及
び
営
業
基
盤
の
維
持
・

拡
大
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
や
、
制
度
趣
旨
を
逸
脱
し
た
案
件
で
あ
っ
て
も
、
形
式
的
又
は
表
面
的
に
危
機
要
件
へ
当
て
は
め

し
よ
う
よ
う

る
運
用
を
慫
慂
し
て
い
た
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
機
関
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
確
認
さ
れ
て
い
な

い
と
承
知
し
て
い
る
。

三


